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事務所掲示物である業者票記載事項から

 
 

 

      
      
      
      
      

 
      
      
      

 
 

 
 

 

 

事務所に備える従業者名簿の記載項目から

閲覧対象からプライバシー情報（住所等）が除外されます
宅地建物取引業法に基づく宅建業者閲覧制度について

プライバシー情報（性別・生年月日）を削除

専任の宅地建物取引士の氏名が削除

改正後の様式（参考）

埼玉県宅建協会が実施するプライバシー保護についてのお知らせがあります
▶▶次のページには本改正により

令和 7年 4月 1日より

不動産業界では社員のプライバシー保護

が強化されます！

令和 7年 4月 1日より

不動産業界では社員のプライバシー保護

が強化されます！

令和 7年 4月 1日より

不動産業界では社員のプライバシー保護

が強化されます！

本部
〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町 6-15 ℡ 048-811-1820（代表）

川口支部
〒332-0034　川口市並木 2-24-21 ℡ 048-255-7711

南彩支部
〒335-0022　戸田市上戸田 1-14-10 ℡ 048-229-4630

さいたま浦和支部
〒330-0061　さいたま市浦和区常盤 6-2-1 井原屋ビル 2階 ℡ 048-834-6711

大宮支部
〒330-0845　さいたま市大宮区仲町 1-104 大宮仲町AKビル 9階 ℡ 048-643-5051

彩央支部
〒362-0017　上尾市二ツ宮 750 上尾商工会議所内 ℡ 048-778-3030

埼玉北支部
〒360-0847　熊谷市籠原南 3-187 ℡ 048-533-8933

本庄支部
〒367-0026　本庄市朝日町 3-1-19 ℡ 0495-24-6506

埼玉東支部
〒340-0003　草加市稲荷 3-18-2 ℡ 048-932-6767

越谷支部
〒343-0813　越谷市越ヶ谷 2-8-23 ℡ 048-964-7611

埼葛支部
〒345-0822　南埼玉郡宮代町笠原 2-2-7 ノアコーポ 2階 ℡ 0480-31-1157

北埼支部
〒348-0046　羽生市中岩瀬 1059-2 ℡ 048-562-5900

県南支部
〒351-0011　朝霞市本町 1-2-26 WJ･A-1 ビル 2階 ℡ 048-468-1717

埼玉西部支部
〒350-1123　川越市脇田本町 14-20 遠藤ビル 3階 ℡ 049-265-6390

所沢支部
〒359-1121　所沢市元町 28-17 元町郵便局 2階 ℡ 04-2924-6599

〒350-1325　狭山市根岸 1-1-1 ℡ 04-2969-6060
彩西支部

秩父支部
〒368-0024　秩父市上宮地町 10-8 ℡ 0494-24-1774

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会　本・支部事務局一覧
※営業日・営業時間はそれぞれ異なります



埼玉県宅建協会が実施する
プライバシー保護への対応について
　埼玉県宅建協会では、令和 7 年 4 月 1 日施行の業者票・従業者名簿の改正に伴い、これま
で会員事務所に義務付けていた従事者の顔写真や氏名の掲示を見直しました。
　近年、不動産業界従事者のプライバシー保護の重要性が高まるとともに、カスタマーハラ
スメントが社会問題となっています。こうした背景を踏まえ、従事者の安全確保とプライバ
シー保護を目的として、以下の 1～ 4 の項目について、掲示義務を廃止・任意化 いたしました。

 

証（代表者）

政令第 2条の 2で定める使用人

専任の宅地建物取引士

供託票

書式変更

宅建協会としての義務付けを廃止し一部書式変更
を実施のうえ、会員の判断で任意に掲示すること
にいたしました。
※専任の宅建士から宅建士全員に対応するよう書
式変更いたしました。（令和 7年 4月 1日改正）

義務→任意へ変更しました義務→任意へ変更しました

埼玉県宅建協会が実施する
プライバシー保護への対応について
埼玉県宅建協会が実施する
プライバシー保護への対応について

廃止しました廃止しました廃止しました廃止しました
１１
２２

３３
４４

・・ の掲示物はの掲示物は

の掲示物はの掲示物は

近県でも上記２種の掲示物は発行していないこと
から、顔写真や氏名を本会が掲示義務を課すのは
プライバシー保護のため避けるべきとの判断によ
り廃止といたします。（令和 7年 4月 1日改正）
※会員事務所へ今まで掲示いただいておりまし
た、１～２の掲示物につきましては、義務付けを
廃止し破棄することとなりました。

・・

廃 止 廃 止

書式変更
　　　あり

書式変更
　　　なし

１１ ２２

３３ ４４

埼玉県宅建協会会員事務所の掲示物一覧
　埼玉県宅建協会に加入された方は、入会時に下記掲示物を事務所に掲示いただいてお
ります。シンボルマークの「ハトマーク」は、「会員とユーザーの信頼の絆」を表しており、
私たちが目指していくべき姿の象徴です。住まい探しはハトマークのお店にご相談くだ
さい。
　埼玉県宅建協会では、掲示物を汚損や紛失された会員様向けに本部と支部にて掲示物
の販売もしております。

埼玉県宅建協会会員事務所の掲示物一覧埼玉県宅建協会会員事務所の掲示物一覧

※宅建業法上の掲示義務有

販売価格　110 円

宅地建物取引業者票

※宅建業法上の掲示義務有
（会員限定）
協会HPよりダウンロード可

販売価格　210 円

報酬額表

協会HPから注文書でご購入い
ただけます。

販売価格　1,030 円

埼玉県宅建協会　会員之章 ハトマークステッカー

レインズステッカー

手付金保証ステッカー公取協ステッカー

保証協会　会員之証

※本部のみ取扱い
ご希望の方は直接本部までお問
い合わせください。
　TEL：048-811-1835( 直通 )

(公財 )首都圏公取協にて取扱い
詳しくは直接公取協へお問い合
わせください。
　TEL：03-3261-3811

（※価格は令和 7年 4月 1日時点の税込価格です）

宅地建物取引業者票
免許証番号

免許有効期間

商号または名称
代表者氏名
この事務所の代表者氏名

この事務所に置かれている
専任の宅地建物取引士の数

主たる事務所の所在地
備考　本標識中、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」欄の「宅地建物取引業に従事する者の数」は、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」について変更があった場合のみ、変更すること。

国土交通大臣
埼玉県知事（　　）第　　  　　号

年　　　　月　　　日から
年　　　　月　　　日まで

電話番号（　　　）

（宅地建物取引業に従事する者の数　　　　人）

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
（昭和45年10月23日建設省告示第1552号）　最終改正　令和６年６月21日国土交通省告示第949号

第１　定義
　この告示において、「消費税等相当額」とは消費税法（昭和63年法律第108
号）第２条第１項第９号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消
費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当
する金額をいう。

第２　売買又は交換の媒介に関する報酬の額
　宅地建物取引業者（課税事業者（消費税法第５条第１項の規定により消費
税を納める義務がある事業者をいい、同法第９条第１項本文の規定により消
費税を納める義務が免除される事業者を除く。）である場合に限る。第３か
ら第５まで、第７から第10まで及び第11①において同じ。）が宅地又は建物（建
物の一部を含む。以下同じ。）の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受
けることのできる報酬の額（当該媒介に係る消費税等相当額を含む。）は、
依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額（当該売買に係る
消費税等相当額を含まないものとする。）又は当該交換に係る宅地若しくは
建物の価額（当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換
に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか
多い価額とする。）を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額
に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。
２００万円以下の金額 １００分の5.5
２００万円を超え４００万円以下の金額 １００分の4.4
４００万円を超える金額 １００分の3.3

第３　売買又は交換の代理に関する報酬の額
　宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者か
ら受けることのできる報酬の額（当該代理に係る消費税等相当額を含む。以
下この規定において同じ。）は、第２の計算方法により算出した金額の２倍
以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報
酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の
額の合計額が第２の計算方法により算出した金額の２倍を超えてはならない。

第４　貸借の媒介に関する報酬の額
　宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から
受けることのできる報酬の額（当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下
この規定において同じ。）の合計額は、当該宅地又は建物の借賃（当該貸借
に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るもの
である場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。）
の１月分の1.1倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用
に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる
報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得てい
る場合を除き、借賃の１月分の0.55倍に相当する金額以内とする。

第５　貸借の代理に関する報酬の額
　宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受ける
ことのできる報酬の額（当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規
定において同じ。）は、当該宅地又は建物の借賃の１月分の1.1倍に相当する
金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を
受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の
合計額が借賃の１月分の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。

第６　権利金の授受がある場合の特例
　宅地又は建物（居住の用に供する建物を除く。）の賃貸借で権利金（権利
金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払
われる金銭であって返還されないものをいう。）の授受があるものの代理又
は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額（当該代理又は媒介に係る消費税
等相当額を含む。）については、第４又は第５の規定にかかわらず、当該権
利金の額（当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。）を売買
に係る代金の額とみなして、第２又は第３の規定によることができる。

第７　低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例
　低廉な空家等（売買に係る代金の額（当該売買に係る消費税等相当額を含
まないものとする。）又は交換に係る宅地若しくは建物の価額（当該交換に
係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価
額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。）が800
万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下同じ。）の売買又は交換の媒介
に関して依頼者から受ける報酬の額（当該媒介に係る消費税等相当額を含む。
以下この規定において同じ。）については、宅地建物取引業者は、第２の規
定にかかわらず、当該媒介に要する費用を勘案して、第２の計算方法により
算出した金額を超えて報酬を受けることができる。この場合において、当該
依頼者から受ける報酬の額は30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはなら
ない。

第８　低廉な空家等の売買又は交換の代理における特例
　低廉な空家等の売買又は交換の代理については、宅地建物取引業者が依頼
者から受けることのできる報酬の額（当該代理に係る消費税等相当額を含む。
以下この規定において同じ。）は、第３の規定にかかわらず、第７の規定に
より算出した金額の２倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買
又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の
依頼者から受ける報酬の額の合計額が第７の規定により算出した金額の２倍
を超えてはならない。
第９　長期の空家等の貸借の媒介における特例
　長期の空家等（現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に
供されておらず、又は将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供さ
れる見込みがない宅地又は建物をいう。以下同じ。）の貸借の媒介に関して
依頼者の双方から受ける報酬の額（当該媒介に係る消費税等相当額を含む。
以下この規定において同じ。）の合計額については、宅地建物取引業者は、
第４の規定にかかわらず、当該長期の空家等の借主である依頼者から受ける
報酬の額が当該長期の空家等の借賃の１月分の1.1倍（居住の用に供する長
期の空家等にあっては、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該借主である
依頼者の承諾を得ている場合を除き、0.55倍）に相当する金額以内である場
合に限り、当該媒介に要する費用を勘案して、第４の規定により算出した金
額を超えて、当該長期の空家等の借賃の１月分の2.2倍に相当する金額を超
えない範囲内で報酬を受けることができる。
第10　長期の空家等の貸借の代理における特例
　長期の空家等の貸借の代理については、次に掲げる報酬の額（第２号にあ
っては、その合計額）は、第５の規定にかかわらず、当該長期の空家等の借
賃の１月分の2.2倍に相当する金額以内とする。
１　宅地建物取引業者が当該長期の空家等の貸主である依頼者から受けるこ
とのできる報酬の額（当該代理に係る消費税等相当額を含む。次号におい
て同じ。）（当該貸借の相手方から報酬を受ける場合を除く。）
２　宅地建物取引業者が当該代理に係る貸借の相手方から報酬を受ける場合
におけるその報酬の額と代理の依頼者から受けることのできる報酬の額の
合計額（当該長期の空家等の借主である依頼者から受ける報酬の額が当該
長期の空家等の借賃の１月分の1.1倍に相当する金額以内である場合に限
る。）

第11　第２から第10までの規定によらない報酬の受領の禁止
①　宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒
介に関し、第２から第10までの規定によるほか、報酬を受けることができ
ない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額につい
ては、この限りでない。
②　消費税法第９条第１項本文の規定により消費税を納める義務を免除され
る宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒
介に関し受けることができる報酬の額は、第２から第10までの規定に準じ
て算出した額に110分の100を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕
入れに係る消費税等相当額及び①ただし書に規定する額を合計した金額以
内とする。

附則
１　この告示は、昭和45年12月１日から施行する。
２　昭和40年４月建設省告示第1174号は、廃止する。
３　宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約でこの告示の施行前に成立したものの代理又は媒介に関して
宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額については、なお従前の例による。
附則（平成元年２月17日建設省告示第263号）
この告示は、平成元年４月１日から施行する。
附則（平成９年１月17日建設省告示第37号）
この告示は、平成９年４月１日から施行する。
附則（平成16年２月18日国土交通省告示第100号）
この告示は、平成16年４月１日から施行する。
附則（平成26年２月28日国土交通省告示第172号）
　（施行期日）
１　この告示は、平成26年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法
律（平成24年法律第68号）附則第５条第３項の規定により同法による改正前の消費税法第29条に規定する
税率によることとされる消費税に相当する金額を含む宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介
に関して宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額については、なお従前の例による。
附則（平成29年12月８日国土交通省告示第1155号）
この告示は、平成30年１月１日から施行する。
附則（令和元年８月30日国土交通省告示第493号）
　（施行期日）
１　この告示は、令和元年10月１日から施行する。
　（経過措置）
２　社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法
律（平成24年法律第68号）附則第16条第１項において読み替えて準用する同法附則第５条第３項の規定に
より同法第３条の規定による改正前の消費税法（昭和63年法律第108号）第29条に規定する税率によるこ
ととされる消費税に相当する金額を含む宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して宅地
建物取引業者が受けることのできる報酬の額については、なお従前の例による。
附則（令和６年６月21日国土交通省告示第949号）
この告示は、令和６年７月１日から施行する。

公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会
令和６年７月１日発行
※横書きのため、第２の規定において、原文の上欄を左欄に、
　下欄を右欄に変更しています。

　 ハ ト マ ー ク が 宅 建 協 会 の シ ン ボ ル マ ー ク で す ／

／

( 公社 ) 全宅保証の事業とな
ります。

販売価格　210 円

レインズとは、不動産会社が
不動産物件の情報を交換する
ためのシステムです。

販売価格　520 円

宅建協会会員事務所はこちら
のハトマークステッカーが目
印です！

販売価格　360 円
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